
令和2年4月

司法記者クラブ加盟記者への各種対応基準（民事）
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はじめに

本書面は， あくまで一般的基準を示したものにすぎないので，個々の事件の性質や時勢

等に応じ，個別検討の上対応する必要がある。判断に迷うときは所長及び民事所長代行の

指示を仰ぐこと。
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